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後
土
御
門
帝
期
に
お
け
る
宮
中
の
謡

（　一　）

世
阿
弥
以
後
、
能
が
仙
洞
、
宮
中
へ
次
第
に
浸
透
し
て
行
く
が
、
能
が
定
期

的
な
興
行
形
態
を
も

っ
て
演
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
応
仁
文
明
乱
後
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
宮
中
で
能
や
謡
が
ど
う
い
う
興
行
形
態
や
場
で
演
ぜ

ら
れ
、
ま
た
能
と
謡
と
が
ど
う
い
う
関
係
を
も

っ
て
い
た
か
を
、
特
に
謡
に
重

点
を
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
資
料
は
主
と
し
て

「
お
湯
殿

の
上
の
日
記
」

（以
下
本
文
中

「
お
湯
殿
」
と
略
称
）
「実
隆
公
記
」

「親
長
卿

記
」
を
使
用
し
た
。
し
か
し

「
お
湯
殿
」
は
文
明
八
年
以
前
と
後
柏
原
帝
期
と

に
そ
の
記
事
を
欠
き
、

「親
長
卿
記
」
は
謡
の
記
述
が
極
め
て
少
な
い
し
、
ま

た
謡
そ
の
も
の
は
記
述
す
る
人
の
価
値
判
断
で
そ
の
有
無
の
左
右
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
仙
洞
、
宮
中
の
能
に
つ
い
て
は
能
勢
朝
次
博
士
が
既
に

「能
楽
源
流

考
」
２

一
〓
一五
ペ
ー
ジ
以
下
）
で
そ
の
記
録
を
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
　
同
書

で
明
白
な
よ
う
に
、
応
仁
乱
以
前
、
仙
洞
で
の
能
は
室
町
将
軍
院
参
の
時
の
興

行
な
ど
恒
例
の
も
の
以
外
に
も
、
実
に
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

宮
中
で
は
松
拍
子
が
主
な
も
の
で
あ
っ
て
、
色
々
の
儀
式
上
、
故
実
上
の
制
約

が
察
知
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
土
御
門
帝
期
、
応
仁
乱
後
漸
く
恒
例
化
し
た

能
興
行
が
あ
り
、
謡
に
も
定
例
化
し
た
姿
を
見
得
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
明
ら

禾口

田

克

司

か
に
し
、
そ
の
過
程
を
扱

っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
後
土
御
門
帝
期
に
能
興
行

が
増
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
能
勢
博
士
の
説
の
如
く
、
院
が
絶
え
た
こ
と

に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
長
享
元
年
十

一
月
三
日

「実
隆
公
記
」
に
あ
る
よ
う

に
、
公
卿
自
身
に
よ
る
手
猿
楽
興
行
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
公
卿
の
能
嗜
好

の
傾
向
や
、
仮
皇
居
が
応
仁
元
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
文
明
八
年
十

一
月
十
三

日
ま
で
義
政
第
寝
殿
に
、
そ
の
後
文
明
十

一
年
七
月

一
日
ま
で
北
小
路
日
野
苗

子
第
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
幕
府
と
の
密
接
な
関
係
も
、
そ
の
増
加
の
一
因
と

な
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）

応
仁
文
明
乱
後
、
宮
中
で
の
能
を

「能
楽
源
流
考
」

（
一
二
三
六
―
四
三
ペ

ー
ジ
）
で
通
覧
す
る
と
、
そ
の
興
行
形
態
の
特
色
と
し
て
、
申
沙
汰
の
明
示
さ

れ
る
こ
と
が
目
に
つ
く
。
す
な
わ
ち
宮
御
方
申
沙
汰

（親
王
御
方
申
沙
汰
、
於

宮
御
方
近
臣
申
沙
汰
、
宮
の
御
方
へ
女
中
男
達
申
沙
汰
な
ど
）、　
女
房
内
々
申

沙
汰
（近
臣
申
沙
汰
、女
中
申
沙
汰
、内
々
申
沙
汰
な
ど
）、
外
様
申
沙
汰
を
中
心

に
、近
衛
他
申
沙
汰
や
、御
所
御
所
申
沙
汰
な
ど
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
申
沙

汰
は
原
則
と
し
て
各
々
三
春
に
一
度
行
な
わ
れ
る
恒
例
的
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
外
様
申
沙
汰
で
、
文
明
十
五
年
後
明
応
七
年
ま
で
、



長
享
二
年
、
延
徳
元
年
、
明
応
二
年
に
能
興
行
が
な
い
他
は
、
毎
年
行
な
わ
れ

て
い
る
。　
一
般
に
三
春
の
中
沙
汰
は
酒
餞
が
献
ぜ
ら
れ
て
御
宴
が
催
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
献
じ
る
人
々
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
延
徳
三
年
二
月
に
は
、
外
様
申
沙
汰
の
他
に
四
種
の
申
沙
汰
と
帝

の
御
沙
汰
と
が
集
中
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
例
を
見
う
る
。

三
春
の
申
沙
汰
に
は
能
以
外
に
種
々
の
催
し
が
あ

っ
た
が
、
能
興
行
が
主
流

と
な
る
以
前
の
状
況
を
、
資
料
に
明
示
さ
れ
る
文
明
四
年
後
略
記
す
る
。
猶

「

お
湯
殿
」
は

「湯
」
、

「実
隆
公
記
」
は

「実
」、　
一‘親
長
卿
記
」
は

「親
」
と

し
た
。
（以
下

一
覧
の
場
合
は
同
じ
）

文
明
四
年

①
正
月
４
日
　
近
臣
等

一
献
申
沙
汰
…

（和
歌
）
…
次
及
大
飲
、
有
音
楽
美
声

等

（親
）

②
４
月
１９
日

（参
考
）
女
房

一
献
申
沙
汰
…
連
歌

（親
）

文
明
五
年

③
２
月
１６
日
　
一
献
申
御
沙
汰
…
続
歌
…

（親
）

文
明
六
年

④
正
月
”
日
　
禁
裏
内
々
申
沙
汰
…
続
歌

（実
）
（親
）

⑤
２
月
２
日
　
女
中

一
献
申
沙
汰
…
去
年
巡
役
未
進
云
々

（親
）

⑥
２
月
４
日
　
於
若
宮
御
方
有

一
献
…
初
令
申

一
献
給

（親
）
（実
）

⑦
２
月
７
日
　
武
家
中
将
殿
御
申
沙
汰

（実

。
親
）

③
２
月
■
日
　
宮
々
御
申
沙
汰
…
連
歌

（実
）

⑨
２
月
２８
日
　
御
台

一
献
申
沙
汰

（親
）

３
月
■
日
　
　
去
月
七
日
中
将
殿
義
省

一
献
申
沙
汰
也
其
反
礼
云
々

（親
）

文
明
七
年

注

一

⑩
正
月
１１
日
　
旧
冬
巡
役
之

一
献
再
興
云
々
伏
見
殿
曇
花
院

（殿
）
己
下
女
中

沙
汰
也

（親
）

①
正
月
１９
日
　
一
献
始
而
申
沙
汰
也
、内
々
人
々
一
献
申
沙
汰
也
…
続
歌
（親
）

近
臣
之
衆
申
沙
汰
毎
年
之
佳
例
也

（実
）

⑫
２
月
２
日
　
於
若
官
御
方
例
年
之
中
沙
汰

（実
）

（親
）

⑬
２
月
４
日
　
巡
次

一
献
公
方
御
沙
汰
也
…
延
引

（親
）

⑭
２
月
６
日
　
室
町
殿
御
参
内
、
巡
次
之
事
也
…
禁
一異
御
沙
汰
也
（親
）
（実
）

⑮
２
月
９
日
　
室
町
殿

一
献
申
御
沙
汰

（親

。
実
）

⑩
３
月
４
日
　
御
台

一
献
申
沙
汰

（親

。
実
）

文
明
八
年

⑫
正
月
１０
日
　
去
年
巡
次
之
残

（親
）

⑬
正
月
１２
日
　
佳
例
近
臣
申
沙
汰
…
続
歌

（実
）
（親
）

正
月
１７
日
　
去
十
二
日
御
返
礼

（親
）
（実
）

⑩
正
月
２．
日
　
男
衆
田
楽
事
申
沙
汰

（実
）
近
臣
等

一
献
申
沙
汰

（親
）

⑩
２
月
７
日
　
室
町
殿
恒
年
御
申
沙
汰
…
当
座

（実
）
（親
）

④
２
月
２．
日
　
於
若
宮
卸
方
有
申
沙
汰
之
事
…
入
夜
有
御
楽

（実
）

②
３
月
５
日
　
御
台

一
献
申
御
沙
汰

（親
）
（実
）

３
月
６
日
　
去

一
日

（「実
隆
」
に
よ
れ
ば

「今
日
小
犬
於
禁
裏
有

〓
戸
々

々
、
働
雖
有
召
不
参
し

自
御
所
被
下
御
盃
於
祗
候
之
輩
今
日
各
申
御
返
礼

…
及
乱
舞

（親
）
昼
間
小
犬
於
庭
上
歌
舞
有
興

（実
）

④
３
月
９
日
　
禁
裏
御
沙
汰

（親
）
…
続
歌

（実
）

②
３
月
１０
日
　
内
々
衆
申
沙
汰

（実
）
就
彼
恩
波

一
献
申
沙
汰

（親
）

④
３
月
２５
日
　
各
銚
子
事

（親

。
実
）
但
し
い
ず
れ
の
申
沙
汰
か
不
詳

④
３
月
２６
日
　
於
若
宮
御
方

一
献
申
沙
汰
…
十
度
飲

（実
）

文
明
九
年

②
正
月
５
日
　
女
房
達
佳
例
の
銚
子
事
申
沙
汰

（湯
）



④
正
月
１２
日
　
内
々
申
沙
汰

（実

・
湯
）

④
正
月
１７
日
　
於
若
宮
御
方
有
申
沙
汰
…
有
微
声
等

（実
）
（湯

。
親
）

⑩
閏
正
月
１２
日
　
自
北
小
路
殿
被
進

（檜
）
…
続
歌
…
入
夜
尼
真
禅
旧
遊
女
候

賓
子
、
密
々
有
曲
舞
等

（実

。
湯
）

①
３
月
５
日
　
外
様
番
衆
内
々
申
沙
汰
…
十
度
飲

（実

。
湯
）

文
明
十
年

①
正
月
５
日
　
御
局
事
御
申
の
人
数
…
民
部
卿
被
官
人
…
御
庭
に
て
謡
は
せ
ら

る
る

（湯
）

○
正
月
１２
日
　
内
々
申
沙
汰

（実

・
湯

・
親
）

⑭
正
月
１７
日
　
宮
の
御
方
に
て
の
男
達
御
銚
子
事
申
さ
る
る
…
伏
見
殿
の
御
仲

間
、
庭
日
の
被
官
人
、
民
部
卿
等
が
者
謡
ふ

（湯
）
盛
富
叉
有
微
声

（実
）

（親
）

①
正
月
１９
日
　
自
禁
裏
御

一
献
有
御
沙
汰

（親
）
（実

。
湯
）

正
月
２０
日
　
後
朝
…
小
犬
御
狂
言
御
礼
に
参
り
て
謡
は
せ
ら
る
る

（湯
）
盛

富
微
声

（小
）
犬
弥
太
郎
狂
言
等
有
興

（実
）

①
２
月
２
日
　
女
中
申
沙
汰
‥
当
座

（実

。
湯
）

０
２
月
９
日
　
室
町
殿
の
御
申
沙
汰
…
御
ひ
し
／
ヽ
と
謡
ひ
…
御
所
様
官
の
御

方
御
所
作
等
に
て
御
楽
あ
り

（湯
）
（実
）

２
月
２８
日
　

（参
考
）
（庭
）
初
花
得
其
盛
、
女
中
衆
被
進
御
銚
子
…
（十
）

度
飲

（実

・
湯
）

３
月
１９
日
　

（参
考
）
御
庭
の
花
に
伏
見
殿
女
房
達
番
衆
に
源
大
納
言
…
等

御
銚
子
中
沙
汰
…
盛
な
ど
召
し
て
謡
ひ
等
あ
り

（湯
）

３
月
２０
日
　

（参
考
）
昨
日
の
御
反
礼
御
沙
汰
あ
り
…
当
座

（湯
。実
・親
）

支
明
十

一
年

①
正
月
６
日
　
女
中
衆
申
沙
汰

（実
）

⑩
正
月
１２
日
　
於
若
宮
御
方
例
年
申
沙
汰
之
事
在
之
…
亀
大
夫
被
召
出
、
微
声

乱
舞
有
其
興

（実
）
（親
、
但
し
十
三
日
の
条
）

⑩
正
月
１９
日
　
公
方
御
沙
汰
也

（実

。
親
）

①
正
月
２．
日
　
有

一
献
近
臣
申
沙
汰

（親
）
地
下
少
々
有
微
声
狂
言
等

（実
）

正
月
２４
日
　
有
手
猿
楽
如
形

（親
）

⑫
２
月
１２
日
　
申
御
沙
汰
…
続
歌

（実
）

２
月
１９
日
　

（参
考
）
今
日
為
花
御
覧
有
御
銚
子
事
…
連
歌
…
其
後
於
長
橋

局
前
有
乱
舞
、
地
下

大
名
等
被
官
者
共
也

敷
舞
台
音
曲
有
其
興
、
昭
慶
貞
慶

同
祗
候

（実
）

文
明
十
二
年

○
正
月
１１
日
　
今
年
は
御
局
事
ど
も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
二
の
対
も
な
く
先
づ
御

所
に
て
御
盃
そ
と
参
ら
す
る

（湯
）

０
２
月
２４
日
　
年
の
始
の
申
沙
汰
の
人
数
か
つ
ノ
ヽ
，源
大
納
言
…
新
宰
相
中
将

御
銚
子
参
ら
せ
ら
る
る

（湯
）

⑮
２
月
２８
日
　
蔵
頭
、
少
納
言
　
万
里
小
路
今
年
の
御
銚
子
事
申
さ
る
る
（湯
）

・２
月
１６
日
　

（参
考
）
宮
の
御
方
へ
女
房
、
男
御
銚
子
事
申
沙
汰
、
…
昭
慶

召
し
て
謡
は
せ
ら
る
る

（湯
）

④
正
月
１１
日
　
内
々
衆
例
年
申
沙
汰
…
人
々
及
乱
酔
歌
舞
有
其
興

（実
）
謡
ひ

舞
ひ
な
ど
し
て
御
の
ど
か
に
一
献
あ
り

（湯
）
（親
）

○
正
月
１７
日
　
於
親
王
御
方
有
内
々
申
沙
汰
事
…
地
下
歌
舞
頗
有
其
興

（実
）

い
つ
も
の
人
数
謡
ひ
舞
ひ
て
面
白
し

（湯
）
（親
）

①
２
月
２
日
　
大
納
言
典
侍
内
々
中
沙
汰
‥
連
歌
…

（十
）
住
香

（実
）
謡
ひ

舞
ひ
に
て
御
ひ
し
ノ
ヽ
と
参
る
…
明
年
は
二
の
対
出
来
て
御
局
に
て
御
中
し

あ
る
べ
し

（湯
）

⑩
２
月
９
日
　
勾
当
内
侍
申
沙
汰
…
地
下
美
声
有
興
誹
諸
連
歌

（実
）
盛
富
、



あ
ふ
あ
み
親
子
、
伏
見
殿
が
仲
間
な
ど
謡
ふ

（湯
）

３
月
９
日
　

（参
考
）
今
夕
束
庭
花
御
覧
、
女
中
等
内
々
有

一
献
…
十
度
飲

（実

。
湯
）

⑩
４
月
２６
日
　

（参
考
）
室
町
殿
御
中
沙
汰
…
当
座

（湯
）
（実
）

文
明
十
四
年

①
正
月
９
日
　
上
蒻
、
権
典
侍
殿
、
新
大
典
侍
殿
、
二
条
殿
、
御
乳
人
申
御
沙

汰
…
幼
き
山
舞
参
る

（湯
）

⑫
正
月
１９
日
　
於
親
王
御
方
有

一
献
、
近
臣
中
沙
汰
也
…
下
家
司
盛
富
、
源
大

納
言
青
侍
等
、
於
庭
上
歌
之

（親

。
湯
）

○
正
月
２６
日
　
一
献
申
沙
汰
也
近
臣
例
年
之
事
也
有
手
猿
楽

（親

・
湯
）

０
２
月
１７
日
　
一
献
を
ば
大
す
も
じ
の
御
中
…
手
猿
楽
さ

せ
ら
る
る

（湯

・

親
）

０
３
月
７
日
　
手
猿
楽
伏
見
殿
の
御
所
／
ヽ
御
申
沙
汰

（湯
）
（親
）

３
月
８
日
　
昨
日
の
御
ひ
き
う
つ
し
御
淋
し
さ
と
て
今
日
も
御
所
／
ヽ
入
れ

参
ら
せ
ら
る
る
…
夜
に
入
て
七
郎
礼
に
参
る
…
謡
は
せ
ら
る
る

（湯
）

３
月
２．
日
　

（参
考
）
清
涼
殿
の
花
盛
り
に
て
御
所
御
所
へ
つ
と
ひ
の
御
さ

ん
れ
い
御
沙
汰
あ
り
…
七
郎
召
し
て
謡
は
せ
ら
る
る
、
後
六
七
番
御
能
さ
せ

ら
る
る

（湯
）
（親
）

⑩
⑩
の
例
は
、
冬
期
行
な
わ
れ
た
申
沙
汰
が
春
に
ま
た
が

っ
た
例
で
、
後
述

の
田
楽
事
と
関
連
し
て
い
る
。
三
春
の
中
沙
汰
は
⑬
⑭
に
あ
る
よ
う
に

「巡
次

一
献
」
と
し
て
、
文
明
七
年
に
は
形
を
な
し
て
お
り
、
宮
中
、
幕
府
の
要
人

や
、
近
臣
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
巡
次

一
献
に
関
与
す

る
人
々
、
グ
ル
ー
プ
が
年
次
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
変
化
し
て
ゆ
き
、
や
が
て
⑪

⑫
⑬
⑩
②
Ｏ
Ｏ
Ｏ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

「佳
例
、
恒
年
、
例
年
」
の
表
現
が
附

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

ま
た
、申
沙
汰
に
お
け
る
各
種
催
し
に
つ
い
て
は
、①
②
③
④
③
⑪
⑬
⑩
④
⑩

①
⑫
⑩
⑩
に
例
が
あ
る
よ
う
に
、
当
座

（続
歌
）
や
、
連
歌
が
あ
り
、
特
に
そ

の
傾
向
が
文
明
七
、
八
年
に
い
た
る
ま
で
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。　
一
方
音
曲

関
係
で
は
、
①
④
①
に
あ
る
よ
う
に
楽
を
奏
し
た
り
、
⑩
①
に
あ
る
よ
う
に
曲

舞
が
演
ぜ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
の
例
が
少
な
い
。
①
②
④
⑫
⑭

Ｏ
Ｏ
⑩
④
④
①
④
④
⑫
Ｏ
に
よ
っ
て
見
得
る
如
く
、
謡
が
漸
次
年
を
逐
う
ご
と

に
増
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
申
沙
汰
で
謡
が
催
し
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め

て
く
る
時
期
に
、
〇
〇
〇
と
能
が
興
行
さ
れ
る
に
い
た
り
、
文
明
十
五
年
で

は
、　
各
種
申
沙
汰
で
能
が
興
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。　
文
明
十
五
、　
六
年
以

後
、
申
沙
汰
で
能
が
興
行
さ
れ
な
い
時
に
も
、
謡
の
催
し
が
あ
る
場
合
が
多

注
二

く
謡
の
定
例
化
し
た
場
を
三
春
の
申
沙
汰
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
特
に

「

お
湯
殿
」
延
徳
三
年
正
月
十
九
日
に

「官
の
御
方
へ
な
し
参
ら
せ
ら
る
る
…
謡

ひ
な
ど
な
く
て
御
ひ
し
ノ
ヽ
と
御
盃
」
と
あ
る
記
事
は
定
例
化
し
た
謡
が
停
止

さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
興
味
あ
る
記
事
で
、
謡
と
能
と
が
申
沙
汰
と
緊
密
に

結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
し
得
る
。

申
沙
汰
に
お
け
る
能
や
謡
は

「親
長
卿
記
」
長
享
二
年
二
月
十
四
日
の

及
晩
有
仰
事
、
可
有
久
世
舞
之
由
有
仰
、
予
申
云
、
御

一
献
之
時
久
世
舞

ハ

余
シ
ヅ
カ
ニ
テ
、
御
座
敷
等
以
外
無
音
、
所
詮

一
献
申
沙
汰
之
間
、
チ
ト
ワ

サ
ノ
ヽ
卜
御
座
可
然
欺

か
ら
推
察
し
う
る
よ
う
に
、
申
沙
汰
の
場
で
賑
や
か
で
、
華
や
か
な
雰
囲
気
を

醸
し
出
す
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
。

結
局
、
三
春
の
申
沙
汰
を
概
観
す
る
時
、和
歌
、連
歌
の
詠
ま
れ
る
場
か
ら
、

漸
次
謡
の
場
へ
、
さ
ら
に
能
の
興
行
が
本
格
化
す
る
文
明
十
五
年
以
後
は
、
能

が
興
行
さ
れ
な
く
て
も
、
原
則
と
し
て
謡
が
謡
わ
れ
る
場
と
な
っ
て
来
て
い
る

の
で
あ
る
。



（
一二
）

三
春
の
申
沙
汰
に
お
け
る
能
と
謡
と
の
関
連
は
右
に
述
べ
た
如
く

で
あ

る

が
、

「能
楽
源
流
考
」
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
能
の
興
行
は
本
来
原

注
三

則
と
し
て
三
春
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
特
に
謡
自
体
に
着
目
す

る
と
、
こ
の
場
合
に
は
、
能
興
行
に
お
け
る
三
春
の
制
限
の
如
き
原
則
は
見
ら

れ
な
い
。
謡
の
記
事
は
、
上
述
の
如
く
文
明
年
間
に
そ
の
数
を
増
し
、
長
享
元

注
四

年
を
ピ
ー
ク
と
す
る
が
、
そ
の
時
節
は
四
季
に
及
ん
で
い
る
。
本
年
を
例
に
ど

ん
な
場
で
謡
が
あ

っ
た
か
を

「
お
湯
殿
」

「実
隆
公
記
」
を
も
と
に
し
て

一
覧

に
す
る
。
内
々
申
沙
汰
、
宮
御
方
申
沙
汰
で
の
謡
に
つ
い
て
は
改
め
て
ふ
れ
る

要
が
な
い
の
で
略
す
る
。
猶
謡
い
手
を
明
示
す
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た

「
お
湯

殿
」
に
の
み
例
の
あ
る
場
合
は
、
出
典
を
略
し
た
。

正
月
１２
日
　
一
一の
宮
の
御
遊
び
　
亀
稚
児
他

正
月
”
日
　
長
橋
局
に
て
盃
　
亀
が
者

（湯

。
実
）

２
月
１７
日
　
献
上
の
次
で
に
　
民
部
大
輔
忠
久
等

（実

。
湯
）

２
月
２６
日
　
青
蓮
院
進
上
に
て
盃
　
祗
候
の
人

３
月
５
日
　
一
一日
の
能
の
反
礼
　
稚
児

３
月
６
日
　
稚
児
未
だ
祗
候
に
て

３
月
１９
日
　
安
禅
寺
他
門
跡
申
沙
汰
　
千
代
寿

４
月
３
日
　
千
代
寿
祗
候
に
て

４
月
１０
日
　
室
町
殿
参
内
　
男
達

４
月
２．
日
　
千
代
寿
祗
候
に
て

５
月
１８
日
　
貝
の
勝
負
御
沙
汰
　
盛
富

６
月
１６
日
　
小
御
所
に
て
盃
　
千
代
寿
等

６
月
１７
日
　
中
西
六
郎
参
る
を
召
し
て

６
月
１９
日
　
十
六
日
の
反
礼
　
千
代
寿
他

７
月
１１
日
　
め
で
た
事
　
西
川
の
党
稚
児
等

（湯

。
実
）

７
月
１６
日
　
千
代
寿
他
礼
に
参
り

８
月
３
日
　
ふ
と
盃

８
月
１６
日
　
小
御
所
に
て
盃
　
番
衆
達

１０
月
１５
日
　
日
待
　
盛
富
他

■
月
１６
日
　
田
楽
事
御
沙
汰

閏
１１
月
３
日
　
小
者
ど
も

関
１１
月
１６
日
　
一
日
の
こ
と
も
召
す

・２
月
２８
日
　
後
花
園
帝
十
八
回
聖
忌
精
進
解
の
盃

ま
た
同
年
の
手
猿
楽
衆
の
参
内
、
祗
候
記
事

（但
し
謡
が
確
実
に
謡
わ
れ
た

と
は
言
え
な
い
）

２
月
３
日
　
千
代
寿
梅
の
枝
進
上

３
月
２５
日
　
盛
富
遅
桜
進
上

４
月
２０
日
　
千
代
寿
祗
候
し
て
御
同
国

５
月
１９
日
　
小
御
所
に
て
盃
　
千
代
寿
参
る

６
月
２
日
　
小
御
所
に
て
盃
　
千
代
寿
参
る

７
月
４
日
　
千
代
寿
ふ
と
参
る

１０
月
１
日
　
岩
千
代
、
折
、
樽
進
上

１０
月
１０
日
　
小
御
所
に
て
盃
　
盛
富
、
岩
千
代
祗
候

閏
■
月
２０
日
　
雪
降
り
て
盃
　
岩
千
代
祗
候

・２
月
１９
日
　
小
御
所
に
て
盃
　
岩
千
代
参
る

長
享
元
年
を
通
覧
す
る
時
、
手
猿
楽
衆
の
参
内
、
祗
候
に
よ
っ
て
謡
が
あ
る

場
合
も
含
め
て
、
謡
が
盃
と
か
、
銚
子
と
か
の
表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
宴
、
す

な
わ
ち
盃
事
の
場
で
謡
わ
れ
て
い
る
傾
向
を
知
り
得
る
。
こ
の
盃
事
の
場
に
お

け
る
謡
は
、
単
に
長
享
元
年
だ
け
で
な
く
、
各
年
と
も
に
言
い
得
る
現
象
で
あ



る
。
こ
の
盃
事
は
、　
一
連
の
小
御
所
に
て
の
盃
、
進
上
物
が
あ
っ
て
の
盃
、
只

の
勝
負
御
沙
汰
で
の
盃
、
八
月
三
日
な
ど
の
ふ
と
の
盃
な
ど
の
よ
う
に
、
特
に

日
の
定
ま
ら
な
い
臨
時
の
場
合
と
、
め
で
た
事
、
日
楽
事
、
日
待
な
ど
の
よ
う

に
年
中
行
事
的
な
盃
の
場
合
と
に
大
別
し
う
る
。
そ
う
し
た
盃
事
の
場
で
謡
が

三
春
の
制
約
の
枠
外
に
あ

っ
て
謡
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
宮
中
で
の
謡
を
考
え

る
上
で
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
三
春
の
恒
例
申
沙
汰
で
、
能
が
興
行
さ

れ
て
い
な
い
時
に
催
し
と
し
て
あ
る
謡
は
、
能
の
あ
り
方
か
ら
言
え
ば
、
定
式

化
し
た
位
置
に
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。　
一
方
、
四
季
に
わ
た
る
盃
事
の

場
で
謡
わ
れ
る
謡
は
、
能
に
比
べ

一
層
簡
便
に
、
余
興
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

盃
事
に
お
い
て
比
較
的
自
由
に
謡
わ
れ
て
い
る
謡
は
、　
一
見
無
秩
序
に
記
録

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
が
、年
中
行
事
と
し
て
の
盃
事
に
、謡
の
定

例
化
し
た
場
を
見
出
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
田
楽
事
と
め
で
た
事
と
で
あ
る
。

（
四
）

田
楽
事
は

「
お
湯
殿
」
で
主
に
使
わ
れ
る
表
現
で
、
文
明
十
年
以
後

一
巡
の

申
沙
汰
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
帝
の
御
沙
汰
を
始
め
、
廷
臣
、
女
房
達
の
申

沙
汰
に
よ
る
盃
事
と
い
う
点
で
は
、
三
春
の
申
沙
汰
に
通
じ
る
所
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
申
沙
汰
の
人
々
は
、
例
え
ば
文
明
十
年
で
、「東
御
方
、
二
条
殿
、

民
部
卿
」
「新
大
典
侍
、
今
参
」

「長
橋
、
阿
茶
々
、
源
大
納
言
」
「伏
見
殿
、

通
玄
寺
殿
」
「按
察
、
兵
部
卿
、
大
蔵
卿
、
四
辻
宰
相
中
将
、
新
宰
相
中
将
」
に

端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
春
の
申
沙
汰
に
お
け
る
御
宴
よ
り
も
、
内

々
の
近
習
等
に
よ
る
内
宴
的
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
は
で
十
月

か
ら
十
二
月
に
い
た
る
冬
期
に
催
さ
れ
た
も
の
で
、
ま
ゝ
巡
次
が
正
月
に
繰
り

込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
「看
聞
御
記
」
の

「薪
順
事
」
（例
え
ば
応
永
二
十
四

年
な
ど
）
と
記
さ
れ
た
例
な
討
ど
、
形
態
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
田
楽

事
に
お
い
て
謡
の
催
し
の
あ
る
の
は
、
文
明
十
年
、
十
五
年
、
十
七
年
、
長
享

元
年
、
さ
ら
に
延
徳
元
年
以
後
明
応
八
年
ま
で
の
年
々
で
が
ダ
¨

明
応
二
年
十

一
月
十
六
日
の

「
お
湯
殿
」
で
は

「坂
本
の
社
炎
上
の
由
聞
ゆ
る
に
つ
き
て
謡

ひ
は
な
し
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
こ
の
記
事
か
ら
判
断
す
る
と
、
田
楽
事
に

通
例
謡
の
催
し
が
あ

っ
た
こ
と
を
推
察
し
う
る
。
ま
た
延
徳
元
年
以
後
、
帝
の

御
沙
汰
を
中
心
に
毎
年
謡
の
催
し
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
謡
の
記
事
が
減
少
し

て
い
る
明
応
二
年
以
降
に
も
、
謡
の
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
楽
事
に
お

け
る
定
例
化
し
た
謡
の
催
し
を
認
知
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
め
で
た
事
は
、
生
御
魂
祝
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
「
お
湯
殿
」
で
は
「
め
で

た
事
、
め
で
た
盃
」
と
し
て
固
有
の
名
称
と
し
て
定
着
し
て
い
る
も
の
で
、
ほ

ゞ
七
夕
以
後
、
盆
以
前
の
七
月
十
日
前
後
に
催
さ
れ
、
「
日
本
世
俗
七
月
飼
二生

父
母
こ

（天
正
十
八
年
本
節
用
集
）
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
宮
門
跡
か

ら
酒
餞
が
献
ぜ
ら
れ
盃
事
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
め
で
た
事
に
最
初
謡

の
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
文
明
八
年
七
月
十
三
日
の

「実
隆
公
記
」
で
、
そ
れ

以
後
明
応
九
年
ま
で
、
文
明
十

一
年
、
同
十
三
年
、
長
享
二
年
を
除
く
各
年
に

謡
の
催
し
が
見
ら
れ
れ
瑛

こ
の
う
ち
長
享
二
年
は
、
嘉
楽
門
院
が
同
年
四
月
二

計
蒙
渕
は
Ｃ
Ｐ
』
働
」
韓
［
制
嘲
動
向
翻
講
師
」
¨
れ
潮
」
彎
詰
渕
腟
」
稀
わ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
上
三
例
を
除
き
毎
年
の
よ
う
に
謡
の
記
事

が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
後
世
の
記
事
で
は
あ
る
が
、
天
文
十
五
年
七
月
十
二
日

の

「糞
明
抄
」
の

「
イ
キ
ミ
玉
…
於
議
定
所
有

一
献
…
堂
上
佳
例
美
声
也
」
や

永
禄
二
年
七
月
十
三
日
の

「
お
湯
殿
」
に

「男
達
い
つ
も
の
如
く
参
り
て
い
つ

も
の
如
く
皆
々
謡
ひ
参
ら
せ
ら
る
る
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
す
る
と
、
田
楽
事

と
同
様
に
定
例
化
し
た
謡
の
催
し
を
察
知
し
う
る
と
思
う
。



さ
ら
に
、　
田
楽
事
、　
め
で
た
事
と
も
に
、　
能
の
演
ぜ
ら
れ
た
時
が
あ
り
、

「
お
湯
殿
」
の

山
崎
に
謡
は
す
能
ふ
と
さ
せ
ら
る
る

（明
応
二
年
十

一
月
二
十

一
日
）

亀
千
代
に
謡
は
せ
ら
れ
て
能
を
も
す
る

（同
四
年
十
月
十
五
日
）

渋
大
夫
謡
ひ
て
能
を
も
四
五
番
さ
せ
ら
る
る

（同
六
年
七
月
十
日
）

渋
に
謡
は
す
能
を
も
ち
と
さ
せ
ら
る
る

（同
九
年
七
月
九
日
）

例
か
ら
見
て
、
謡
の
催
し
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
附
随
的
に
能
が
演
ぜ
ら
れ
る
よ

う
な
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

（
五
）

田
楽
事
、
め
で
た
事
に
見
う
る
よ
う
な
定
例
的
な
謡
の
場
は
、
こ
の
外
に
観

花
や
別
殿
行
幸
に
お
け
る
盃
事
、
庚
申
待
、
日
待
な
ど
に
成
立
し
得
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、四
に
示
し
た
ほ
ど
明
確
な
跡
づ
け
を
な
し
得
な
い
。

要
す
る
に
、
三
春
の
恒
例

一
献
申
沙
汰
に
お
い
て
能
が
興
行
さ
れ
る
に
至
る

過
程
で
、
和
歌
が
詠
ぜ
ら
れ
、
連
歌
が
賦
さ
れ
る
時
期
か
ら
、
や
が
て
謡
が
記

録
に
遺
さ
れ
る
位
置
を
も

っ
て
き
て
漸
次
謡
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
能
が

興
行
さ
れ
ぬ
時
の
申
沙
汰
に
お
い
て
も
、
謡
が
催
さ
れ
る
情
況
が
成
立
し
て
く

る
。
謡
は
こ
の
よ
う
な
場
で
や
や
定
式
化
し
た
位
置
を
も
ち
な
が
ら
も
、
能
に

お
け
る
三
春
の
制
約
の
如
き
原
則
の
枠
外
に
あ

っ
て
、
盃
事
の
場
で
随
時
謡
わ

れ
た
。
ま
た
定
例
的
な
盃
事
の
な
か
で
、
田
楽
事
、
め
で
た
事
に
そ
の
通
例
化

し
た
様
相
を
見
出
し
得
る
。
そ
し
て
、
フて
の
性
格
と
し
て
は
、
盃
事
の
雰
囲
気
を

華
や
か
に
、
賑
や
か
に
す
る
余
興
的
な
、
ま
た
能
に
比
べ
自
由
で
箇
便
な
面
を

も
っ
た
遊
興
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
あ
る
個
人
の
死
や
、
神

社
の
炎
上
の
場
合
な
ど
に
は
慎
し
ん
で
遠
慮
さ
れ
る
種
類
の
も
の
で
あ

っ
た
。

（本
学
大
学
院
学
生
）

注

一　
文
明
３
年
■
月
１９
日
、
文
明
６
年
１０
月
１８
日
、
同
２５
日
、

１１
月
９
日
、

１２
月
ｎ
日

の

「親
長
卿
記
」
の
各
条
に
冬
期
の
申
沙
汰
が
あ
り
、
⑩

・
⑩
と
と
も
に
後
述
の

田
楽
事
と
そ
の
形
態
を

一
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注
二

恒
例
の
申
沙
汰
で
、
能
の
興
行
の
な
い
場
合
の
催
し
を
列
挙
す
る
。
後
土
御
門
帝

期
に
は
ぼ
毎
年
見
ら
れ
る
官
御
方
申
沙
汰
、
内
々
中
沙
汰
、
外
様
申
沙
汰
を
代
表

例
と
し
て
文
明
十
六
年
以
後
を
扱
う
。

文
明
１７
年
二
月
１９
日
　
宮
御
方
、
曲
舞

（湯

・
実

。
現
）

文
明
１８
年
二
月
■
日
　
宮
御
方
、
謡

・
七
郎

（
湯
）

文
明
１９
年
二
月
１１
日
　
内
々
、
謡

・
入
端

・
亀
稚
児

（湯

。
実

。
親
）

同
年
正
月
１７
日
　
宮
御
方
、
謡

・
亀
稚
児

（湯
）

長
享
２
年
正
月
１１
日
　
内
々
、
謡

・
亀
大
夫
、
堂
上

（湯
）

同
年
正
月
２．
日
　
官
御
方
、
歌
舞

。
六
郎

（実
）

長
享
３
年
２
月
２
日
　
内
々

（嘉
楽
門
院
売
じ
諒
闇
）
（湯

。
実
）

同
年
５
月
２６
日
　
内
＾
、
謡

・
六
郎

（
湯

。
実

・
親
）

延
徳
元
年
１０
月
９
日
　
外
様
、
曲
舞

（湯

・
実

。
親
他
）
、
猶
同
年
の
官
御
方
申

沙
汰
不
詳

延
徳
２
年
二
月
１９
日
　
官
御
方
、
十
煙
香

。
十
種
茶

（実

。
湯
）
（足
利
義
政
同

年
二
月
７
日
他
界
の
た
め
）

延
徳
３
年
正
月
１９
日
　
宮
御
方
、
謡
な
し
、
文
字
書

（湯
）

（足
利
義
視
同
年
正

月
７
日
他
界
の
た
め
）

明
応
２
年
正
月
２４
日
　
宮
御
方
、
山
舞

（湯
）

同
年
２
月
５
日
　
女
房
、
謡

（湯
）

猶
外
様
申
沙
汰
は
人
数
の
一
人
二
条
持
通
が
同
年
正
月
十
二
日
他
界
の
た
め
停
止

明
応
３
年
２
月
６
日
　
宮
御
方
、
謡
舞

・
七
郎
、
堂
上

（
湯
）

明
応
４
年
二
月
１９
日
　
宮
御
方
、
美
声

。
地
下

（実

・
湯
）

明
応
５
年
正
月
１７
日
　
宮
御
方
、
曲
舞

（実
）

同
年
正
月
１９
日
　
内
々
、
謡

・
入
端

・
岩

（湯

。
実
）

明
応
６
年
２
月
７
日
　
官
御
方
、
謡

・
岩

（湯

。
実
）

明
応
７
年
二
月
２６
日
　
宮
御
方
、
入
端

・
謡

・
狂
言

。
四
郎
他

（湯

。
実
）

明
応
８
年
正
月
２６
日
　
宮
御
方
、
謡

・
六
郎

（湯

。
実
）

同
年
２
月
５
日
　
女
房
、
謡

・
堂
上

（湯
）

同
年
３
月
２
日
　
内
々
、
謡

・
藤
宰
相
の
者

（湯

・
実
）
連
歌

（実
）
―
観
花
宴

猶
外
様
申
沙
汰
は
不
詳
、
但
し
花
山
院
中
沙
汰
の
能
が
３
月
２６
日
に
あ
る
。



明
応
９
年
２
月
６
日
　
内
々
、
謡

・
藤
宰
相
の
者
他

（
湯
）

官
御
方
、
外
様
中
沙
汰
と
も
に
不
詳
、
帝
の
御
不
例
の
た
め
停
止
さ
れ
た
か
。

以
上
の
諸
例
で
広
義
の
謡
が
催
し
と
し
て
定
例
化
し
て
い
る
点
を
知
り
得
る
。

注
三
　
「能
楽
源
流
考
」
所
収
の

「実
隆
公
記
」
延
徳
二
年
十

一
月
十
二
日
の

「几
此
狭

楽
事
二
春
之
外
有
共
制
、
近
日
如
此
毎
度
興
行
不
可
然
之
山
老
臣
密
語
」
や
延
徳

元
年
十
月
十
九
日
の

「
三
春
之
外
如
此

（山
舞
）
之
侶
優
禁
制
也
、
当
年
被
破
共

制
」
な
ど
。

注
四
　
「
お
湯
殿
」
「実
隆
公
記
」
「親
長
卿
記
」
を
も
と
に
し
た
各
年
次
の
謡
。
左
欄
に

地
下
、
手
猿
楽
の
謡
や
、
謡
い
手
の
明
示
さ
れ
て
い
な
い
謡
を
、
右
欄
に
は
確
実

に
堂
上
公
卿
の
謡
と
見
う
る
も
の
を
、
記
録
に
現
わ
れ
る
文
明
四
年
以
後

一
覧
と

す
る
。

１
０
０
０
３
１２
２２
８
８
１６
‐０
‐４
７
８
１７
２４
８
７
１３
‐３
‐４
８
８
７
７
３
８
８
１０

４
５
６
７
８
９
１０
■
１２
‐３
‐４
‐５
‐６
‐７
‐８
元
２
一万
２
３
元
２
３
４
５
６
７
８
９

明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一キ
　
徳
　
　
応

文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
延
　
　
明

注
五

文
明
１０
年
１１
月
１６
日
新
大
典
待
他
申
沙
汰
、

１１
月
１７
日
勾
当
内
待
他
中
沙
汰
、

１２

月
１０
日
御
沙
汰
。

１５
年
１０
月
２０
日
勾
当
内
侍
他
中
沙
汰
、

１１
月
５
日
御
沙
汰

（実

隆
に
も
）。
１６
年
１１
月
２４
日
（御
沙
汰
の
田
楽
事
か
ｃ
不
詳
）
Э

ｌ７
年
■
月
４
日
御
沙

汰
。
長
享
元
年
ｎ
月
１６
日
御
沙
汰
。
延
徳
元
年
ｎ
月
１６
日
御
沙
汰
、

１１
月
２‐
日
宮

御
方
他
御
沙
汰
。
２
年
１０
月
８
日
男
達
申
沙
汰
、

１０
月
２‐
日
御
沙
汰
。
３
年
１０
月

２‐
日
女
一房
中
沙
汰
、

１１
月
６
日
男
達
中
沙
汰
、

１１
月
７
日
御
沙
汰
、

１１
月
１２
日
宮
御

方
御
沙
汰
。
明
応
元
年
■
月
１２
日
御
二
御
所
御
沙
汰
、

１１
月
１３
日
伏
見
宮
他
申
沙

汰
。
２
年
■
月
５
日
上
薦
他
中
沙
汰
、

１１
月
１６
日
伏
見
宮
他
申
沙
汰

（謡
な
し
）

１１
月
２‐
日
御
沙
汰

（能
も
あ
り
）
。
３
年
１０
月
１９
日
上
薦
他
中
沙
汰
、

１０
月
２‐
日

阿
茶
々
他
申
沙
汰
、

１０
月
２５
日
三
条
西
実
隆
他
申
沙
汰
、

１１
月
５
日
御
沙
汰

（
入

端
）
、

１１
月
７
日
宮
御
方
他
御
沙
汰
。
４
年
１０
月
１５
日
御
沙
汰

（能
も
あ
り
）
、

５
年
■
月
１９
日
大
典
待
他
申
沙
汰
、

１２
月
１２
日
御
沙
汰
。
６
年
■
月
４
日
上
高
他

申
沙
汰

（舞
）
、
■
月
９
日
御
沙
汰
。
７
年
間
Ю
月
２‐
日
上
腐
他
申
沙
汰
。
８
年

■
月
１６
日
上
薦
他
中
沙
汰
。
　
　
　
　
　
　
　
（以
下
三
三
頁
下
欄
に
つ
ゞ
く
）




